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                 会 議 録 

 令和７年１月15日逗子市教育委員会１月定例会を逗子市役所５階第３会議室に招集した。 

 

◎ 出席者 

大河内   誠   教育長 

星 山 麻 木   教育長職務代理者 

若 林 順 子   教育委員 

高 橋   康   教育委員 

福 田 幸 男   教育委員 

  

◎ 説明のため出席した者 

佐 藤 多佳子   教育部長 

福 井 昌 雄   教育部担当部長（子育て担当）・教育部次長（子育て担当）事務

取扱 

小 野   憲   教育部参事（学校教育担当）・学校教育課長事務取扱 

出 居 尚 樹   学校教育課担当課長（学事指導担当） 

橋 本 直 樹   教育総務課担当課長（施設整備担当）兼学校教育課担当課長（学

校給食担当） 

佐 藤 仁 彦   社会教育課長 

塚 本 志 穂   図書館長 

藤 井 寿 成   療育教育総合センター長・こども発達支援センター長事務取扱 

野 口 智津子   療育教育総合センター主幹・教育研究相談センター所長事務取扱 

伊 藤 英 樹   子育て支援課長 

中 川 公 嗣   子育て支援課担当課長（青少年育成担当）・青少年育成係長・体

験学習施設長事務取扱 

椙 山 玲 奈   保育課長 

岩 佐 正 朗   市民協働部長 

中 村 純 一   文化スポーツ課長 

 

◎ 事務局職員出席者 
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松 下 亜紀子   教育総務課係長 

奥 泉 勇 人   教育総務課主任 

 

◎ 開会時刻    午後２時３０分 

◎ 閉会時刻    午後３時４７分 

 

◎ 会議録署名委員決定  高橋委員、星山委員 
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○大河内教育長 

 会議に先立ち、傍聴の皆様にお願いいたします。傍聴に際しては、入口に掲示されており

ます注意事項をお守りくださるようお願いいたします。なお、報道関係者以外の録音、写真

撮影につきましては、許可しておりませんので、御了承ください。また、教育委員会の議決

により、秘密会にすべき事項と思われる案件が出されたときには、退場いただく場合があり

ますので、御了承ください。 

○大河内教育長 

 定足数に達しておりますので、ただいまから令和７年逗子市教育委員会１月定例会を開会

いたします。 

 それでは会議に入ります。本日の会議日程はお手元に配付したとおりでございます。 

 会議規則により、本日の会議録署名委員は高橋委員、星山委員にお願いいたします。 

 これより会議日程に入ります。 

 

◎日程第１「11月定例会会議録の承認について」 

○大河内教育長 

 日程第１「11月定例会会議録の承認について」を議題といたします。 

 委員にはお手元の会議録を御覧いただくようお願いいたします。 

 会議録について御異議ございませんか。 

（ 全員異議なし ） 

 御異議がないようですので、11月定例会会議録は承認いたします。 

 若林委員、福田委員は会議録に御署名ください。 

 それでは、日程第２に入る前に、ただいま傍聴の方が御入室されましたので、改めて私の

ほうから。傍聴に際しては、入口に掲示されております注意事項をお守りくださるようお願

いいたします。報道関係者以外の録音、写真撮影につきましては、許可しておりませんので、

御了承ください。 

 

◎日程第２「教育長報告事項について」 

○大河内教育長 

 日程第２「教育長報告事項について」を議題といたします。 

 それでは、私のほうから、市制70周年に関する行事、イベントが複数ありまして、出席し
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てきましたので報告させていただきます。前回の定例会から今回の会議まで、教育長関連の

会議はございませんでした。 

 それでは、12月21日に行われました長柄桜山古墳整備事業完成記念講演会と、同日同じ会

場で行われました、２階さざなみホールと１階なぎさホールで分かれていますけれども、ビ

ブリオバトル、それから先日の３連休の初日、11日に行われました逗子消防出初式について

報告をさせていただきます。その他の行事につきましては、報告第４のほうで担当から報告

をいただきたいと思います。 

 まず、文化プラザさざなみホールで行われました長柄桜山古墳群整備事業完成記念講演会

につきましては、皆さん御存じのように10年以上の歳月をかけた１号墳の整備完了を記念し

て行われたものでございます。講演会には３人の有識者から御講演をいただきました。１人

目の東海大学の北條教授からは、古墳周辺は物資の荷揚げの場所であり、「市」としての機

能、いわゆる「市の司」が埋葬者ではないのかとの話がありました。また、２人目の茨城大

の田中教授からは、交通の要衝として静岡・伊豆半島にある古墳との類似を挙げておりまし

て、海上からショートカットして半島を横断する受付口だったことを示すのではというよう

な指摘もあったところです。最後３人目につきましては、千葉県立房総のむら風土記の丘資

料館の白井上席研究員からは、日本書紀や古事記にあるヤマトタケルの東征伝承に触れられ

ておりまして、大和王朝一行がここを渡ろうとしたとき便宜を図った有力者の人物像を想定

している等の諸説の話がございました。 

 私のほうは、ビブリオバトルも兼ねておりましたので、会場の後ろのほうから講演を見さ

せていただいておりましたけれども、遠くは京都のほうからも参加されている方がいらっし

ゃったと聞きました。３人の講師の方から、興味ある諸説を聞くことができ、古代ロマンへ

の思いが広がったというような直接会場からのお声が上がったのを聞くことができました。 

 特に、中には、これは講演会が始まる前に、多分古墳を見てきたのか、また講演会が終わ

って、その余韻が消えないうちに古墳を見に行くのかということで、もう既に足元が登山靴

で講演会を聞いていた人が何人か複数いましたので、そういう姿をすごく印象的に見た講演

会でございました。 

 続いて、文化プラザ１階のなぎさホールで行われました第３回ビブリオバトルについて報

告させていただきます。ビブリオバトルは日本で考案された知的書評合戦ということで、本

の紹介コミュニケーションゲームとして行われるということで、全国に広がりを見せており

ます。本市の図書館でも、本をもっと親しんでいただく方策の一つとして考えておりまして、
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ビブリオバトル開催に向けた準備をしておりましたが、実施前にコロナの影響で開催できず

にいたところでございました。そんな中、今は学生議会と言っておりますけれども、当時は

子ども議会の中で、逗子市でもビブリオバトルを開いてほしいという要望を受けまして、ち

ょうどコロナが下火になったことも踏まえて、１回目、２回目とビブリオバトルを行い、今

回３回目は、冒頭でも話しましたけれども、市制70周年の冠事業ということで予算をつけて

いただきましたので、なぎさホールを会場にビブリオバトルを開催したところでございます。 

 ビブリオバトルは、５分で薦めたい本の魅力を紹介し合いまして、発表者、会場にいる観

覧者でその発表に関するディスカッションを行い、全ての発表終了後、どの本が読みたくな

ったか、チャンプ本を決めるという形式のコミュニケーションゲームでございます。当日は、

小学校から高校まで５人の１部と、２部で一般ですけど４人、合計９名のバトラーが参加し

て行われました。教育委員の皆さんにも参観していただき、ありがとうございました。2024

年の調査ですが、学校図書調査によりますと、調査をした2024年の５月、１か月間の読書の

冊数ですけれども、小学校は１人13.8冊、中学校は4.1冊、高校は1.7冊ということでデータ

が出ておりますけれども、１か月に１冊も読まない児童・生徒が、小学校では8.5％、中学

校では23.4％、高校ですと約半数の48.3％の調査結果が出ておりましたので、大変ショック

を受けたところでございます。 

 バトラーの中に、１か月に20冊、年間250冊を読破している小学生がいました。また、芥

川龍之介の「桃太郎」と、岡田麿里の「アリストテレスのまぼろし工房」を紹介した双子の

高校生につきましては、インパクトのある強い本の紹介でした。声高らかに「桃太郎さん、

桃太郎さん」という感じでしたけれども、一番僕が印象に残ったのは、お父さん、お母さん

も会場に来られていて、休憩時間に家ではどんな会話をしているのですかと質問をしたとこ

ろ、我が家では食事の時間がビブリオバトルだというような話をしていまして、食事の合間

を縫って、読んだ本の紹介をし合っているという話を聞いたことでした。 

 会場に来られていた全員から、本を通して人を知る、人を通して本を知るというビブリオ

バトルのキャッチコピーを実感しながら、すばらしい時間を共有できたと思っております。

ありがとうございました。 

 続いて、１月11日に行われました消防出初式について報告させていただきます。コロナの

影響で、昨年度は雨で中止ということで、５年ぶりの実施となりました。出初式では、オー

プニングで逗子開成高校の和太鼓部による演奏、それから消防業務に貢献した方々の表彰や、

消防団による消防操法、また救急隊による救助演技、そして米軍池子消防隊との合同の７色
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一斉放水が行われまして、観客から大きな歓声が上がったところでございました。 

 その中で、昨年元日には皆さん御存じのように能登半島地震がありまして、本市からも救

援部隊が派遣されたとの紹介もございました。災害発生後の72時間は「黄金の72時間」と呼

ばれまして、人命救助のタイムリミットとして重要視されております。2011年、東日本大震

災、今回の能登半島地震におきましては、72時間を過ぎて多くの方々が亡くなられたという

ような情報も聞いております。一般に、災害後３日過ぎますと生存率が著しく低下すると言

われておりますので、今回の出初式に参加しまして、改めて防災は災害による被害を未然に

防ぎ、軽減するための大変重要であることや、災害発生時に命を守るためには、一人一人が

防災に関する知識を身につけ、取り組むことが必要であるということを強く実感したところ

でございます。 

 以上かいつまんで報告させていただきました。 

 古墳群の講演会とビブリオバトル、担当所管のほうで補足ございますか。よろしいですか。 

○佐藤社会教育課長 

 長柄桜山古墳群の記念講演会につきましては、教育長のお話にもありましたとおり、会場

が文化プラザなぎさホール、大きなほうのホールで開催させていただきました。当初、定員

が500名を超えるような会場ですので、これだけの会場を埋めるだけの人が集まるのか、私

どもとしても大変不安をもって準備を進めていたところですが、お申込みも480名を超え、

当日御欠席の方もいらっしゃいましたので、最終的には410名の御参加でしたが、大変盛況

のうちに無事終えることができましたので、付け加えさせていただきます。 

○大河内教育長 

 準備からということで、お疲れさまでございました。 

○塚本図書館長 

 ビブリオバトルについてです。今、教育長のほうからも当日の詳細を御報告いただき、あ

りがとうございます。また、御参加いただきました皆様、ありがとうございました。 

 当日、発表者９名で、発表者を除いた観覧者としましては30名少々いらっしゃったという

ような状況になっております。 

 第１部、第２部と、２部構成にいたしまして、それぞれでのチャンプ本というものを決定

しております。こちらにつきましては、事前に御提出しております事業の進捗状況の中にも、

結果はお示ししているところです。 

 当日、事前に御来館いただいた皆様にアンケート用紙をお配りいたしまして、アンケート
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を行いました。そこの中で、自由記載というところでの感想についていくつか紹介をさせて

いただきます。 

 初めてビブリオバトルを見ました。楽しかったです。次またあったら、バトラーのほうを

やってみたいです。小学生の方からです。 

 どの方も思いのこもった発表をされており、大変刺激になりました。このような機会を、

ぜひ今後も続けていただきたいです。中学生の方からです。 

 自分より年上の人が紹介していた本は、このような機会でないと出会えなかったので、次

も参加したいと思います。こちらも中学生からです。 

 想像以上に楽しかったです。ふだん自分が手に取ることのない本の紹介を聞くのは、新し

い世界が開かれるようです。50代から60代の方です。 

 最後ですが、全部の本が読みたくなりました。どのバトラーからも熱いものが伝わってき

ました。本って、やっぱりすばらしい。全部読みますという御感想もいただいたところです。 

 あと、当日の運営に関しまして、職員の中でも今回初めてビブリオバトルのほうに携わっ

た職員もおりました。ビブリオバトル自体もですね、ほんと初めて目にした、そういった職

員もおりましたけれども、こういったことをもってして、やはり本から見た読書の楽しさと

いうのが伝っていくのだなというところを実感して、引き続き行っていきたいというような

声が聞かれています。 

 最後に、ちなみに第１部でチャンプ本となりました芥川龍之介の「桃太郎」なのですけれ

ども、図書館のほうで所蔵している本は芥川龍之介全集という文庫本なのですね。ただ、そ

の当日、御本人がお持ちになった本が、こちらなのですが、芥川龍之介の「桃太郎」という

こちら、大人向けの絵本のようですけれども、こちらを紹介していただきました。図書館も、

実際この本が来るとは思っていなかったので、とてもびっくりいたしまして、これは実は私、

個人的に買った本なのですけれども、これをまた改めて私が購入し、職員に見て、この本だ

ったのだよというところで、図書館のほうでも、これは実際導入していこうということで、

購入を検討したというところになっております。以上です。 

○大河内教育長 

 本当に強烈なインパクトで、会場もシーンとしちゃいましたね。さすがだなと思いました。

私、今３つイベントを報告させていただきましたけれども、何かございますか。 

○福田委員 

 僕はビブリオバトルに参加させていただきました。図書館の方が事前に用意周到な準備を
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していただいたようで、非常にいい運営だったと思います。大事なことは、こういう催し物

をみんなで共有して、継続するということですね。ぜひ。そして、ビブリオバトルがいかな

るものかということをみんなに知ってもらうという。最後、市長さんと一緒になったときに、

もっと多くの人が参加してもらえるといいよねという話をされていたのですね。そういう意

味で、ぜひ次の回、多くの人たちに参加を呼びかけて、もっと本あるいは図書館に、興味・

関心を持ってもらえるようになるといいと思いますし、そうすることが図書館の皆さんにと

っても大きな励みになると思いますので、ぜひ頑張ってもらいたいなと思います。 

○塚本図書館長 

 ありがとうございます。 

○大河内教育長 

 ありがとうございます。そのほか御質疑、御意見ございますか。よろしいですか。 

 それでは、以上で教育長報告事項についてを終わります。 

 

◎日程第３「議案第１号逗子市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の制定に

ついて」 

○大河内教育長 

 続いて、日程第３「議案第１号逗子市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規

則の制定について」を議題といたします。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○出居学校教育課担当課長 

 それでは、逗子市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則について御説明さ

せていただきます。 

 まず、目標・役割につきましては、第１条、第２条に記載のとおりでございます。 

 次に、学校運営協議会につきましては、中学校区を基本として設置をさせていただきます。

ただし、教育委員会が認める場合は学校ごとに置くこともできるというような第３条となっ

ております。 

 それから、学校運営協議会につきましては、主に学校教育目標及び学校運営方針、それか

ら教育課程編成に関することについて承認を行うこと、こちら第４条に記載です。それ以外

の対象学校の運営に関する事項については、教育委員会または校長に意見を述べることがで

きるという形となっております。 
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 また、対象学校職員の採用その他任用に関する事項について、任命権者に意見を述べるこ

とができるということとなっております。ただし、個人の人事に関する具体的なことは、こ

の中には含まれないという形となっております。これらの４条、５条の部分につきましては、

国に準じたものとなっております。 

 委員の定数ですけれども、１協議会につき50名以内としております。先ほど中学校区でと

いうふうに設置をするというふうにお話しさせていただいておりますけれども、１協議会に

最大３校対象校が入るということとなりますので、余裕をもってのこの人数となっておりま

す。ただし、まずはスタートの部分につきましては、最低限の人数でということで、いきな

り50名という形では、想定はしておりません。こちら、第８条に記載となっております。 

 それから、対象学校における教育活動の改善、充実を図るために、部会を置くことができ

ると14条で規定されております。各校の課題については、学校ごとの部会で対応していくと

いうことを想定しているという形となっております。 

 その他の記載については、こちらに記載のとおりとなっております。 

 説明は以上です。 

○大河内教育長 

 委員の皆様の中には、実際に学校運営協議会のほうに携わっている委員の方もいらっしゃ

いますね。本件について御質疑、御意見、また御助言等ございましたらば、お願いしたいと

思います。 

○福田委員 

 僕は横浜市で学校運営協議会の委員を務めているのですね。逗子は、ある意味では後発に

なりますので、これまで学校運営協議会を実際に運営している市町のいろいろなケースを参

考にしながら、逗子らしい運営をしてもらいたいというふうに思います。 

 その中で、１つ、第３条というところで、これは今どうこうということではないのですけ

れども、一応中学校区を一つの単位とするという提案なのですね。これは小・中合わせての

ことなのですけれども、行く行くは基本的に小学校、中学校、各学校単位で運営協議会を設

置したほうが、それぞれの学校の課題を明確にし、いろいろな協議事項がそこで効率よく話

されるのではないかということで、いずれそういう方向性というのも考えていただきたい。

今でもこれ、できることはできるのですけれども。そういうことが１点。 

 それから、委員の方、委員の人数が、中学校区ですから50という形で、上限規定されまし

たけれども、これも数が多ければ、なかなかまとまらないというところがありますので、上
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限は仕方ないにしても、できるだけある程度絞った形で委員を構成されたほうが、まずは確

実に運営ができるのではないかなというふうに思います。 

 それからもう１点、そもそも学校運営協議会とは何かということを、皆さんに知っていた

だかなければいけないと思うのですね。今までとは全く違って、新しい国の制度なのですね。

ですから、その制度自体を周知徹底すると同時に、委員会としてはそこに参加する皆さんに

対するある種の研修とか啓蒙というのをやっていく必要があって、学校運営協議会を立ち上

げて、その後、いかにこの運営協議会を形、実りあるものにするかということに関して、特

に気をつけていただきたい。規則は規則として、いいのですけれども、そういう附帯条件と

いうのを、ぜひ考慮していただきたいというのが私の意見です。 

○大河内教育長 

 今、御意見をいただきましたけれども、所管のほうでそれについて、今発言できることあ

りますか。よろしいですか。 

○出居学校教育課担当課長 

 今、御指摘の部分を参考にさせていただきながら、ただ、先ほど申しましたけれども、ま

ず人数の部分につきましては、まずは小さくというふうに教育委員会としても考えていると

ころです。50人程度は最大でというところとなりますので、意見もまとまらないというとこ

ろも確かにもちろんございますので、そのあたりはやっていきながらというところになって

いくかと思います。また、先ほど研修のお話もございました。規則の中にも、第16条で、教

育委員会は委員に対し必要な研修等を行うこととすると定めさせていただいているところも

ございます。その部分もしっかりと配慮しながら進めていきたいというふうに思っておりま

す。以上です。 

○大河内教育長 

 その他、委員の皆様からございますか。 

○星山委員 

 福田委員がおっしゃったことと同じ順番でいきたいと思います。私も十数年前から八王子

市で学校運営協議会の委員をやっていまして、立ち上げ期の中学校区３校の合同の学運協の

委員と、それが実は崩壊しまして、小学校２つと中学校１つだったので、委員数も多かった

ですし、結局時間内に課題がこなしきれなくて、結局、分かれてやることになりました。小

学校でやって中学校でやって、小学校と中学校と一緒にやるということで、３回やっている

という時代もありました。そのような経験がありますというお話です。 
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 一番最初に福田委員がおっしゃったように、どのくくりで学運協を立ち上げるかというこ

とに関して、私も実は自分の経験から、小さく始めて後でつけたほうが、運営上はいいのか

なという気がします。大きい人数というのは、すごく運営しにくくて、皆さん慣れていらっ

しゃらないところで、慣れていらっしゃらないって変ですけど、成熟してくると多分大丈夫

なのですけど、初めて委員になられる方とかもいらっしゃるかなと思うので、小学校でやっ

て中学校でやって、逆に成熟してきたらくっつけるのはありかなと、個人的な経験上の感想

からはそう思います。 

 それと同じように人数ですが、ものすごい意見がいろいろ出て、特に地域の、とても子ど

も思いの方が委員になってくださるので、なかなか学校側のニーズと地域が見ている子ども

たちの様子がかみ合わなくて、対立的な構図になるようなことがたくさんありました。です

から、割と、私の属していたところは大体多くて８人。７人から８人、校長先生、副校長先

生、ぐらいの人数で運営されていたところが多かったです。これもただ御参考程度に申し上

げるだけです。 

 その次の、学運協とは何かという研修ですけど、これも私、先日お引き受けして、100人

以上の学運協の委員の方たち、みんなで研修したばかりなのですが、中には評価する役割っ

て、勘違いなさっている方がいらっしゃるので、そうではなくて、学校の応援団ということ

ですね。ということを理解していただくための研修は絶対に必要かなと思います。特に初期

に立ち上げるときの委員さんの人選、やりたいという方と、やっていただきたいという方と

いらっしゃると思うのですけど、これがものすごく大事で、開催するのも実際に任期あるの

ですけれども、実際は地域と密着、とても連携した人事になるので、難しいのですね、きっ

といろいろな関係があって。だからこそ、よく理解していただいて、研修を受けた後、お互

いにどの方がいいかなということを理解してから選ばれたほうがいいのではないかなという

のは、私も経験上、常に感じてきたところです。うまくいっている学運協といかないところ

は、最初の人選で決まるという感じです。もう10年は動かないという感じですね、見ている

と。だから、すごく最初の方が大事というのは、私の経験から学んだことです。 

 研修の中で今お話しして、この次に子どもたちの問題行動と言われるようなこととか、今

抱えている教育の課題のことが出てくるかなと思うのですが、むしろそちら側のほうで力に

なっていただきたく、民生児童委員さんであるとか地域で福祉、子育て、逗子がそうかどう

か分かりませんが、例えはヤングケアラー、それから保護者と教員の間に立ってくださった

り、不登校のことなど応援してくださったり、実際に走り回って、地域の人材で学校を支え
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てくださる方が学運協の運営に関わってくださると大変うまくいきます。というところをお

伝えいただけると、きっと逗子でうまくいくのではないかなというふうに感じるところです。 

 最後に、私はいろいろな役をやってきたので、実際に学校運営協議会というのは、運営す

る側ですが、地域の方と学校の先生との間に立つ役割で、コーディネートする役割をしてく

ださる方も必要なのですが、その方が実はとても大事なので、ぜひそこをみんなで応援して

いけると、今の子どもたちが抱えている問題で学校だけではなかなか難しいところを、何ら

かの形で応援してくださるという可能性があるので、ぜひみんなで応援していけたらいいの

ではないかなというふうに思いました。以上です。 

○福田委員 

 今のコーディネーターというのは、横浜市の場合にもきちっと位置づけられていて、運営

協議会の人たちはいろいろな意見で、ある方針を出すことは、そこまではできるのですけれ

ども、実働部隊がいないのですね。言っただけでは困るわけで、実際に動かしていかなけれ

ばいけないときに、学校コーディネーターがいて、いろいろ手配をして、活動につなげてい

くというのがあるし、学校との連携の中で、そういう人たちの働きってすごく大きいのです

ね。ですから、学校運営協議会ができれば、それでいいというわけではなくて、それを支え

るような、あるいは協働して運営できるような人たちを配置するということがトータルでい

いと思います。逗子は後発になるのですけれども、先ほどから出ているように、各市は実際

にはスタートしてみて、いろいろ失敗しているのです。うまくいかないことがたくさんある。

逆に言うと、うまくいっているところもあるわけで、そこら辺から学ぶということが今でき

るわけですから、ぜひそういう各市の学校運営協議会の在り方というのをお手本にしながら、

逗子らしい学校運営協議会というのをつくっていってほしい。これは希望です。 

○大河内教育長 

 お２人の委員、実際に立ち上げや運営に関わっている福田委員、星山委員から立ち上げ等

に関しての参考になるお話を聞きました。これにつきましては、先進地区のところに出向い

て勉強をしている、そういう回も重ねておりますので、また今日いただいた、発言いただき

ながら運営、これから先に生かしていければと思っております。所管のほうで何かあります

か。よろしいですか。意見としていただくということで、いいですね。 

 その他の委員、いかがですか。 

○若林委員 

 今いろいろ課題があるのだなと思って、大変勉強になったのですけれども、期待をしたい
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ことと言えば、子どもたちの地域の中で育てられるという安心感とか、保護者同士のつなが

りだとか、地域の方とのつながり、人間関係が深まるとかいうことが、逆にまた子どもたち

に居場所づくりに広がっていくということがつながっていったらいいなということで、大変

期待しているので、みんなで考えていきたいなと思います。 

○大河内教育長 

 ありがとうございました。 

○高橋委員 

 先ほど福田委員からもあった運営協議会とは何かというところの周知というのは、私自身

も今、あまり勉強不足で整理できてないのですけど、考えたときに、では既存の団体といい

ますか、組織がＰＴＡとか学校支援何とかとかと、いろいろとあると思うのですけど、その

辺りのことの整理、目的がもう明確に出ているので、整理はされているのかなと思います。

今度人事的にこっちの人がまたこっちにと、兼務しているみたいになると、だんだん混ざっ

て混同してしまうようなこともあるのかなと思いますので、その辺りも実際に関わる人が分

かりやすいような整理整頓も必要ではないのかなということを感じました。以上です。 

○大河内教育長 

 ありがとうございます。 

○星山委員 

 １つだけ質問なのですけど、私が関わってきた八王子市とかは、学校運営協議会は別の予

算を持っていて、子どもたちのために使う、自分たちで例えば学校の場所を貸したりとか、

英検の会場とかにして、そこで資金を作って、土曜日に子どもたちや保護者や先生たちと食

事会をしたりとかという、そういうイベントとかも打てるのですけど、その辺りのことは具

体的に、まだそこまで、規定には何もそういうことが入ってないと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○出居学校教育課担当課長 

 まだそこまで予算を持つところまでは行っていないのですが、この後の進め方、それから

地域学校協働活動本部がこれから立ち上がっていくというところではございますので、そち

らと併せて考えていきたいと思っております。 

○大河内教育長 

 ありがとうございます。そのほかありますか。よろしいですか。 

 それでは、御助言それから御意見もいただきました。その他御意見がないようですので、
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これより表決に入ります。議案第１号につきましては、可決することでよろしいでしょうか。 

（ 全員異議なし ） 

 御異議がないものと認めまして、可決することに決定いたしました。 

 以上で日程第３「議案第１号」を終わります。 

 

◎日程第４「その他」 

○大河内教育長 

 続いて、日程第４「その他」を議題といたします。 

 その他、議事として何かございますか。 

○中川子育て支援課担当課長（青少年育成担当） 

 子育て支援課青少年育成係より令和６年度二十歳を祝うずしの集いについて御報告いたし

ます。 

 今年１月13日、午前11時より、晴天の中、令和６年度二十歳を祝うずしの集いを開催いた

しました。今年度の対象者は501名、そのうち430名の出席でございました。式典開会前には、

二十歳を祝うずしの集い実行委員会が作成しました卒業アルバムの映像を流し、盛り上がっ

たところで式典が開催され、その後、逗子市長からの式辞、逗子市議会議長から祝辞をいた

だきました。後半は、実行委員会の企画による学業時の恩師からのビデオメッセージと抽選

会などを行いました。式典終了時には、市制70周年を記念し、逗子市歌を流し、退館を促し

たということでございます。 

 会に参加された方々は、式典中はもとより、式典の前後を含め、会場内のいたるところで

久しぶりの再会を楽しむ姿が見られ、多くの笑顔に包まれた会となりました。教育長をはじ

め、式典の開催に協力いただきました皆様にお礼を申し上げます。以上です。 

○大河内教育長 

 私も前の職場の教え子もたくさんおりまして、ステージの上から手を振られて、大変うれ

しく思って。ただ、女の子は着物を着てお化粧してしまうと、「先生」と言われても分から

ない。ただ目だけは変わらないですね。目を見て、「あ、誰」というと、「うれしい」なん

て言ってもらって、すごくよかったです。 

 本件について御質疑、御意見はございますか。よろしいですか。御参加いただいて、あり

がとうございます。皆様、ありがとうございました。 

 その他、議事として何かございますか。 
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○中村文化スポーツ課長 

 文化スポーツ課から、第72回逗子市内一周駅伝競走大会の結果について報告させていただ

きます。 

 2025年１月12日、午前９時、池子の森自然公園400メートルトラックを発走しました。ま

ず地域対抗の部です。参加チーム13チーム、５区間21.7キロで競われました。電子のデータ

では８ページ、９ページ、10ページに結果が載っています。優勝が小坪Ａ、タイムが１時間

13分31秒で、これは大会新記録となりまして、前回より３分ほど早くなっております。あと、

区間新記録が４区間で出ました。発表します。まず、１区、新宿、杉原走、２区、新宿、杉

原跳、４区、逗子、高木耕造、５区、小坪Ａ、安澤駿空、この４区間で区間新記録が出てお

ります。小坪Ａの安澤君は今回箱根駅伝の法政大学８区を走った安澤君です。 

 続きまして、団体対抗の部につきましては、27チームで競われました。１位、Beyond Zus

hi Ａ、タイム、１時間８分53秒。これも大会新記録です。こちらは前回より２分ほど早く

なっております。区間新記録が３区間で出ました。まず、２区、永井弧、Beyond Zushi Ａ、

４区、山岸大志、Beyond Zushi Ａ、５区、川村駿吾、Beyond Zushi Ａ、この３区間で区間

新記録が出ております。 

 報告は以上となります。 

○大河内教育長 

 旧コースでは逗子駅伝の存続が難しいということで、逗子警察からの指摘も受けまして、

今、御説明いただいた中村課長のほうから、関連の団体も本当に現地踏査をしながら、今の

コースになったわけです。本当にすごく苦労されてできた大会ですので、これから続けてい

っていただきたいのですけれども、神奈川県でもほとんど皆無なのですね。逗子市は走路取

りが難しい地区があるので、警察のほうは、同じ道路を行って帰ってくるコースだと、その

区間だけ長く交通規制をかけなければいけないので、長時間待っていなければいけない。な

おかつ、福田委員も御覧になったように、箱根駅伝に出ていたり、実業団駅伝に出ていた方

で現役を引退した選手が出場していますけれども、と言いながら、もうほぼ現役なのですよ

ね。ですから、相当の差が出るということで、旧コースでは私も中継所の審判をしたのです

けれども、前３チームが通過して、残り約40チームが繰り上がるという年もあったのですね。

そうすると、駅伝なのか一斉競走なのか分からなくなったので、今回の一方通行の駅伝であ

れば、多少繰上げを延ばしてもいいということで今のコースになった。ですから、文化スポ

ーツ課長、そんなに違和感なかったですよね。前のチームはちょっと早いですけれども。 
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○中村文化スポーツ課長 

 そうですね、渋滞もなく。 

○大河内教育長 

 今回は市長も言っていたのですけれども、日程の都合がつかず白バイがついてなかったの

です。やはり、白バイがつく、つかないで、全然違いますね。来年はぜひ、白バイについて

もらいたいなと感じました。私も自転車で回りました。福田委員、どうですか。 

○福田委員 

 僕も開会式から出て、印象に残ったのは太鼓です。今回、オープニングセレモニーの中で

太鼓を叩いて、その後も叩いてくれて、なかなかいいのですね、これが。かなり本格的に太

鼓の練習をしているという話も聞いたのですけれども、ああいう形で市民の参加がプラスア

ルファになって現れてくると、みんなの駅伝になりそうだなと思って、ぜひ来年もやってほ

しい。個人的には思っています。 

○大河内教育長 

 急に太鼓の話が湧いてきた部分があって、文化スポーツ課が調整したわけですけど。ただ、

ニューイヤー駅伝は、群馬県庁の前で太鼓を叩きながらスタートして、選手紹介があったの

で、あのイメージで違和感もなく入れたかなという感じがあります。運営する人たちとの調

整の中で時間制限をしていただいて、この時間帯は叩かないようにということで、やってい

ましたので、今年の反省を生かしながら、来年もできれば続けてほしいと思いました。あり

がとうございました。 

 市内一周駅伝の件で、御質疑、御意見、その他ありますか。よろしいですか。 

 それでは、その他、議事として何かございますか。 

○伊藤子育て支援課長 

 子育て支援課子育て支援係から、子ども・子育て支援事業計画の改定に伴うパブリックコ

メントの開始について御案内いたします。 

 子育て支援課では、現在、逗子市子ども・子育て支援事業計画の改定作業を行っておりま

す。この計画期間は、令和６年度までとなっておりまして、令和７年度からの５年間の計画

を現在改定作業を行っております。今までは子ども・子育て支援法に基づく計画でしたが、

今回新たにこども基本法が制定され、市町村こども計画の策定が努力義務となりました。今

回、市町村こども計画と子ども・子育て支援事業計画を一体化させ、パブリックコメントを

実施いたします。 
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 パブリックコメントの期間は令和７年１月20日から２月25日までの期間と、この間行いま

す。子育て支援課、保育課、体験学習施設スマイル、情報公開課窓等のほか、市内各公共施

設に計画案を配布いたします。また、ホームページにも計画案をアップする予定です。「広

報ずし」１月号にもパブリックコメントの御案内の記事を掲載いたしました。この間、皆様

から広く意見を募集をいたします。 

 以上、パブリックコメントの御案内でございます。 

○大河内教育長 

 これについて御意見、御質問ありますか。 

 私のほうから、こども基本法の中に、子どもの意見を尊重するということで、子どもの意

見を聞くということがあると思うのですね。他市町の部分についてもそういう部分をやって

いると聞き及ぶのですけれども、子どもの声をどういうふうに反映するかというのは、具体

的な形というのは、今の段階でどこまで話せますか。 

○伊藤子育て支援課長 

 今、こういった形で反映させますという具体のものはないのですけれども、ただ、今回の

計画の中では、昨年度なのですけれども、初めて中・高生にアンケートを行いました。そこ

で聞いた意見をこれからの子ども、若者ということで、今回このこども基本法の中に子ど

も・若者ということを言っておりますので、子どもや若者の意見をこういった中で反映させ

ていくということで、これから本当に具体的にその意見の反映方法というのを検討していき

ます。 

○大河内教育長 

 分かりました。そのほかあります。よろしいですか。 

 御質疑、御意見ないようですので、その他、議事として何かございますか。 

○出居学校教育課担当課長 

 私のほうから２点報告させていただきます。 

 まず１点目は、令和５年度神奈川県児童・生徒の問題行動等調査における逗子市の結果に

ついて報告いたします。資料のほうでは、令和４年、それから令和５年度の調査対象者数で

すとか、主な調査結果を示させていただいております。 

 前年度の比較というところで、小学校において全国や県と同様な形にはなりますけれども、

暴力行為の発生数、それからいじめ認知件数、不登校児童数が増加しているという形となっ

ております。暴力行為発生数、それからいじめ認知件数の部分につきましては、学校の先生
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方、積極的に認知していただいて、丁寧に指導に当たっている結果というふうに捉えている

ところです。不登校の数の増加というところ、こちらは中学校も含めてとなりますけれども、

こちらの部分につきましては市としても大きな課題というふうに捉えているところです。学

校教育課としましては、支援教室を設置するなど、安心して過ごせる居場所づくりを行うと

いう形で取り組んでいるところです。 

 ２点目です。令和６年度全国学力・学習状況調査の結果について御報告させていただきま

す。調査の目的、対象者等につきましては、記載のとおりとなっております。今年度の調査

ですけれども、小学校は国語と算数、中学校は国語と数学となっております。本市の正答率

ですが、小学校についてはおおむね県、全国と同等な正答率となっており、中学校のほうに

つきましては４ポイント前後、国語、数学、それぞれ上回っているというような結果となっ

ております。資料のそれ以降の部分につきましては、分析結果と、それを受けての取組とな

っておりますので、御覧になっていただければと思います。 

 また、各校の分析につきましては、各校のホームページにて既に公開されているところで

す。各校が分析結果に基づいて授業改善に取り組んでもらっているところとなっております。 

 報告は以上となります。 

○大河内教育長 

 それでは、２つ今報告がありましたので、１つ目の令和６年度神奈川県児童生徒問題行動

調査結果について御質疑、御意見をいただきたいと思います。先日、前回の定例会の後に、

本市の不登校に関しての学校だけではなくて、全市を挙げて取り組もうということで、今日

出席されている関連所管の担当の方も出席いただいておりまして、星山委員から現状の課題

とこれからの方向性について御講演いただいたところでございます。数字がひとり歩きしな

いような形で、きちっと逗子のこれからの在り方についても、これから進んでいく一つの数

値的な材料だと思うのですけれども、委員の皆様方から率直な御質疑、御意見をいただきた

いと思います。いかがでしょうか。 

○星山委員 

 今回細かい数字を出していただいて、ありがとうございました。これを子ども関連だけで

はなくて、市の方がみんな、こういう実態なのだということを知ることから対策がとれるか

なと思いますので、事態は決していい方向には向かっていないということですけれど、でも

これからどうするかなというのをみんなで考えていくということが大事かなというところで、

まずみんなで共通認識を持ちましょうというところについて、第一歩だと思います。 
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 その次に、先日もたまたまいろいろなお話しする機会がありまして、お話はさせていただ

きましたが、大きく分けて学校の中でできることとできないことというのがありまして、学

校の中でできることというのは、従来も一生懸命取り組んできた学校教育に携わるような授

業のいろいろな工夫であったり、学校の中にも学級に入れない子の居場所をつくろう、場所

をつくろうというような、そういうことだったかと思います。ここもとても大事かなと思い

ますが、教育委員会の中だけでは本当はないのですけれども、やはり学校外ですね、もう来

られなくなっているお子さんが、この小さい市でも200人前後、小・中学校合わせると不登

校がいらっしゃるという数字は、決して少なくないと思います。様々な活動のときに、ぜひ

こういう子たちがいるのだということを活動の中に取り込んでいただくような計画立案して

いただけるといいのではないかなというふうには思っています。 

 具体的には、子どもの居場所づくりですね。子どもたちだけでは支えきれないので、逗子

にはたくさん、いろいろな年齢の様々な知恵や経験を持っている方がいらっしゃいますので、

ぜひ交流できるような、学校へ行かなくなってもまたいろいろなところで活躍する場が、つ

まり逗子の市全体でいろいろな学びの場があるのだというような方向へ持っていけたら、多

世代のいろいろな方たちも、また自分たちの居場所で、生きがいになるかなと思いますので、

ぜひ、いくつになっても、どの立場でも学べるのだという、そういう意識というか、それが

共有できればいいのではないかなというふうに思いました。 

 というところで、前回お話ししましたけれども、あともう一つのお願いとしては、この子

どもたちの情報共有ですね、どこにいて、今何をしているのかということは、常に行政側の

責任として、分かっているということは大事かなと思いますし、こんな場があるのだよとい

う情報共有、提供するということも大事なのではないかなというふうに思いました。以上で

す。 

○福田委員 

 今、指摘があったとおり、一人一人の子どもたちの状況がどうかということがすごく大事

で、数字にすると、いつも言うのですけれども、例えば不登校92という、92名いるという。

だけど、本当は一人一人みんな事情も様子も違う子どもたちの足し算の結果なのですね。単

純に92ではなくて、92種類、92人の人たちがそこに入っているのだということをしっかりと

受けとめて、その情報をみんなで共有して、それぞれに対応していかなければいけない問題

を抱えているのだということは、認識しておく必要があると思うのですね。数値というのは、

出してしまうとそこで終わってしまう。あるいは、みんな何人という形で、全てが終わって
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しまうようなところなのですけれども、そうではない。原点に立ち返って、一人一人のとこ

ろからまずスタートしましょうということを、ぜひ考えていただきたいと思います。 

○大河内教育長 

 ありがとうございます。そのほか、いかがですか。 

 前回のプロジェクトチーム立ち上げでの星山委員のお話の後の今回ですので、ここにいて

も各自、自分ごととして現状を捉えながら、どういうふうに連携していけるかというような、

今そういう形で出席していただいていると思っていますので、今、福田委員からもありまし

たけど、数字がひとり歩きしないということと、星山委員からは多様性に富んだ子どもたち

一人一人に手だてをするためには、現状をきちっと知らなければいけないということで、全

国で約30万人不登校いますけれども、10万人以上はどことも関わってないというような、こ

れは統計の中に出ております。ですから、逗子市においても、声をかけられたり、手だてが

できる子はいいのですけれども、そこにはのってこない、勉強会の中でも出ていますけれど

も、アウトリーチ的な形で、保護者を支援していかなければいけないというところも出てく

ると思うので、そこのところは精査しながら、御意見いただきながら、まずは現状を踏まえ

て、きちっと連携してやっていくための手だてを考えながら気をつけていただくということ

で進めていければと思っています。いろいろな御意見ありがとうございました。 

 所管のほうで何かありますか。よろしいですか。生徒の問題行動調査結果についての御意

見、御質疑についてはよろしいですか。 

○福田委員 

 これも毎年言うのですけれども、全国学状の逗子の結果についてと、逗子の全体像をここ

で描いているわけですね。こういう調査の結果を、どう生かしていくかということで言うと、

いわゆるＰＤＣＡサイクルを回すということで、ここにあるのは基本的にはチェックのとこ

ろですよね。最後のアクションということが大事で、これが授業の改善とかという問題です。

そこに具体的につなげていけるかどうか。いろいろ課題は見つかったけれども、その課題を

そのまま放置していたのでは意味がないわけで、逗子全体としてどういうふうに取り組む。

それからもう一つは、これ、各学校で同じようなことをやっているわけですけれども、各学

校ごとの課題があるわけで、その課題をどう克服していくかということですね。そのときに、

やはり先生方一人一人が人ごとではなくて、自分たちがこの調査に関わる児童・生徒を実は

教育しているのだという意識を持って、自分たちの問題だとして、今回の結果をぜひ受け止

めていただきたいし、次につなげていきたい。 
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 例えば、小学校６年生の結果がここに出ているわけですけれども、対象になるのは実は５

年生までの学びなのですね。学力的に。５年生までの学びといっても、実は４年生があって、

３年生があって、２年生があって、１年生があるわけですから、みんなで育ててきた子ども

たちの実態がここに出ているのだという、それはみんなにとって、これまでの教育がどうだ

ったかというのを考える、そういう情報提供なのだということを、もう一回原点に立ち返っ

て取り組んでいただきたいですね。いつものように、調査があって、結果が出てきました。

こんな課題がありますということで終わっていては困るわけで、もっと前向きな授業の改善

あるいは教育全体の改革につなげていくような取組になってほしいなというふうに思います。 

 ただ、もう一つ、一方で、これが全てではないのですね。この結果が全てを表しているわ

けではなくて、実態の一部でしかないので、そこら辺を一方で押さえておいて、出てこない

けれども考えなければいけない問題って、あるかもしれない。その辺りを忘れないようにし

ていただきたいということと、それからいずれ問題になってくると思いますけれども、全国

学状で捉えきれない子どもたちの姿というのがあって、そこを独自調査ということになると

思いますけれども、逗子は逗子なりに何か実態調査をして、子どもたちの学力向上や資質の

向上につなげていくような、そんな考え方、プロジェクトも手続も必要になってくるのかな

というふうに考えていますので、それはちょっと課題にさせていただきたい。 

○大河内教育長 

 ありがとうございました。そのほか、ございますか。 

 先ほど星山委員からもありましたけれども、今日出ているコミュニティ・スクールの結果

についても、問題行動調査についても、今回の学習状況調査についても、すごくリンクして

いると思うのですね。小学校５年生が６年生、また中学校３年生が２年生ということですけ

れども、コミュニティ・スクールの中にも小・中のシラバスを作って、それを連携して、小

学校から中学校３年生まで連携した教育課程をつくっていこうという、そういう動きを見い

だしている地区で効果を出しているところもあるので、逗子はそのまねをするということで

はないのだけれども、小学校での育ちをどういうふうに生かすかということと、各学年の学

びを連動させてつなげていくというところについては、新たな模索をしていかなければいけ

ないのかなという感じを持ちます。ですから、数値を重視しつつも、今、福田委員からあり

ましたように、数値に見えないところについては、そこは学校の中で分かる授業とか、居場

所づくりにも並列的に関わっていくのかなと思いますので、その部分は学校でやらなければ

ならないところだというようなところについては、所管も来ていますけれども、それ以外の
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問題行動については、学校でできること、または連携してやることについては今日共有でき

て、この後またいろいろな連携が生まれてくるのではないかと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 そのほかありますか。 

○星山委員 

 さっき福田委員が、これで分かることと分からないことがあるとおっしゃったのですけど、

私は分からないことのほうに興味があって、例えばですけど、不登校のことと学力調査のこ

とって、どういう関連があるのかなと、前からとても興味があったのですね。誰も語らない

けど、でも学校の勉強、分からなくなって不登校になっていったら、学力は上がるよな、残

っている子はと思ったり、そういうところって、全然目に見えないけれど、私は集団という

もので見る危険性みたいなものって、あるのではないかなと思っていて、個人が、出発点が

違うのであれば、Ａ君ならＡ君、ＢさんならＢさんが、ここをどうやって上がっていくかな

というところ、学力がどういうふうに向上していくかなと。例えば小６だった子が中３にな

ったときに、どう伸びているかというのって、なかなか数値だけで反映されないのですよね。

でも、何かそこを現場を見ていくところが大事かな。つまり個人の中の伸び率というか、ど

うしても横に平均で見て、他市と比べてどうたらこうたらというと、いいような気がして、

実際逗子はとてもいいところだと、いい地域だと思うのですけど、何か反対側にある見えに

くいものというのにも、注意を払わなければならないのではないかなという視点も大事にし

ていかなければいけないなと思いました。以上です。 

○大河内教育長 

 ありがとうございます。 

○福田委員 

 今の指摘はすごく大事なことで、全国調査なんかをやっていくと、最終的には大きなかた

まり、そして平均という姿で数値が動いていくのですね。平均してどのくらいかという。逗

子で言っても、各学校レベルに落としたとしても、基本的には各学校のそれぞれの教科の学

力の平均はというようなことで、全て終わってしまいそうなのですけれども、でも、出発点

は個々人なのですね。一人一人の児童・生徒がこの調査に臨んで、そこでその実態が分かる

ような、そういう結果が出てきているのです。そのことを忘れてはいけないということと、

それをうまく活用できるかどうかという課題は、まだ残っています。 

 それから、星山先生がおっしゃったように、一人一人の学力の伸びというものをどう捉え
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ていくか。これは、この全国学状では、実際には捉えきれない。埼玉県とか横浜市で今、独

自調査というのを始めているのですけれども、そこの調査だと、各学年ごとに学力の状況が

把握できて、そして学年が上がっていくに従って、どのように学力が伸びていくのか、一人

一人の伸びる姿というのを把握できるような仕掛けになっているのですね。だから、そうい

うのを併せて活用していくということも大事かなというふうに思います。 

 やはり最終的には子ども一人一人の姿を見てあげたいなという、９年間の学びというのを

描いてあげるといいのかなというふうに思うので、その辺りの取組はこれからの課題ですよ

ね。 

○大河内教育長 

 今、所管のほうでも、不登校の絡みで、不登校を減らしている学校、不登校を減らしてい

る地区は、どんなことをしているのかということ、今、アンテナを張っていますね。ある県

で効果を出しているというところの授業を見に行きたいという要望が出ているのです。その

部分は僕も前から情報として入っていたのですけれども、８割、例えば100％の授業で１か

ら10まで授業があるとすると、１から８まで授業をやって、残りの２割は個々の見立てをす

るのですね。どうしても普通の授業だと、教えたいということになって、ぎりぎりで、その

授業のまとめまでやるわけじゃないですか。そうすると、次の時間に、この間どこまでやっ

たっけみたいな話の質問から始まる授業、結構多いのですよね。そこに一部所管のほうも、

とにかく授業の中でどういうふうに子ども一人一人が居場所をというか、分かる授業の中で

ね、子どもたちを変容させていくかというところに今、注視しているところですので、また

具体的なことについては、この場ではまだ詳細出ていませんけれども、委員の皆さんにまた

御意見をいただく機会もあると思うので、教育委員会のほうでも動きをしないと、現場が待

っているということではなくて、我々もやはり効果を出しているところには直接行って、見

て、感じたことを市に戻せればなと思っています。 

○星山委員 

 不登校の数もそうだし、学力調査の数字もそうなのですけど、さっきも教育長のおっしゃ

ったように、数字は数字でしかないのですよね。だから、これだけ比較して、いいとか悪い

とかという捉え方って、危険だと思って、今みたいな教え方していたら、必ずしも全国一律

のゴールまで来ないけど、とてもいい学びをしている子もいるかもしれない。そういう努力

って、この検査だけでは分からない部分もある。でも、参考にはなるのですよね。だから、

この数字をどう捉えていくかというのは、こちら側が多様な見方を学んでいないと、数字だ
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けひとり歩きしていくというのもあります。あと全部は出ないですけど、ある程度経済的な

こと、地域によっての差というのに、こういうふうに出ないけれども、あるのかもしれない

とか、今みたいな学び方にもいろいろ、例えば秋田県とかすごく高いのですけど、すごく個

別にやっていらっしゃるのですよね。だから、そういう教え方みたいな工夫かもしれないし、

逆に、逗子市は全体的に高いので、あまりそういう議論にならなかったのかもしれないので

すけど、例えば全国からどうしても遅れてしまうという地域があって、じゃあ教員、教えて

ないかというと、すごい努力しているわけですよ。見ていると、個人の伸びを見てあげない

と、全国からいつも平均下だから駄目だよねと言われると、すごく自分のモチベーションが

落っこちてしまうのだなと思って、先生たちの。あれも違うなと思うので、どちらにせよ、

生かし方、福田先生がおっしゃったようなこの数字の生かし方や意味というのをどうやって

子どもたちに還元していくかというのは、すごく大事な視点ではないかなというふうに思い

ました。 

○大河内教育長 

 そういう意味で、明日からまた学校訪問が始まりますので、そういう視点で見ていただき

たいということと、あと中学校のほうでは学びのプランニングということで、子どもたちが

自分の学びをどういうふうにプランニングしていくかということで、そこに教諭がどうアシ

ストするかというのも、今、今後ともなっていますのでね。一斉授業から個の授業、個の授

業も課題はありますけれども、今出ている個々の見取りをどうして、ここはどういうふうに

提供していくか、そこにどう関わっていくかというところの授業にシフトしていければ、逗

子も本当に変わるのかなという感じがしています。もう既に動きは出ていますので、明日か

らの学校訪問の中でまたそういうところにも視点を置きながら、御助言をいただきたいと思

っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○福田委員 

 学力を規定する要因って、本当に難しくて、僕も随分統計で分析したのですけれども、こ

れをすれば学力が向上するというのは、なかなか出てこないのですね。というのは、非常に

大きな集団を扱っているせいもあるのですけれども。だから、特効薬なんか実はないのです

よ。ないのですけれども、一方で、やはりこの部分は重要かなというのは、いくつかあるわ

けで、そこは今、指摘されているような問題だと思うのですね。今の段階で言うと、逗子で

言うと一人一人の子どもたちの学びの姿を丁寧にフォローしていくということが、最大の課

題かなというふうに思いますね。みんな同じレベルにある必要はなくて、それぞれの歩みが
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あるわけですから、それを大事にしながらということで、きちっとした記録をとりながら、

丁寧な教育をしていくということがまず大前提かなというふうに思いますね。こういう調査

をすればするほど思います。 

○高橋委員 

 委員の皆さんのお話を聞いていて、それに当てはまるかどうか分からないですけど、実感

したのは、毎年子どもたちの体力テストというのをやっていまして、５分間走だとか、腕立

て伏せだとか、腹筋だとかとあるのですけど、そういったものの預かっている子どもたちの

記録をつけて、１年前のところを見て、個人にも渡すのですけれども、そういったところで

数値化というか点数化しているものなのですが、成長の記録というのが分かると、こいつ成

長しているなとかという、教える側の立場として把握していると、じゃあこの子にどうして

あげようかとかという判断というか、逆にこっちに指導とかで、また指導を施して、その次

また１年後とかに、そのテスト結果ってどうなったのかなという、答えが今度自分に返って

くるというようなことと、今とね、それで当てはまっているかどうか、ちょっと分からない

ですけど、お話聞いている中で、実感としてそういうことがあるので、やはり今の話だと、

個々の一人一人の子どもたちがどうなのだということも、すごい大変な作業だと思うのです

けれども、把握できるという何かね、市の独自のものとか、そういったものが必要なのでは

ないかなというふうに感じました。以上です。 

○福田委員 

 実態を把握して、つなげていくということがすごく大事ですよね。だから、小学校、中学

校の連携というのは、まさにそういうところであって、逗子で育つ子どもたちがどういうふ

うに成長していくのかというのが、みんなが共有できるような、そういう仕掛けというのは

大事だと思いますね。 

○大河内教育長 

 先日、療育総合センターで、障がいを持っている子たちのサポートする場面を見させても

らったのですけれども、資格を持っている療法士さん等が、個々に応じた個性を生かすため

の対応というのは、やはり丁寧にやられていたのですよね。その状況を部長と見学させてい

ただき、これが原点だよねというように思ったのですね。ですから、今の数値もありますけ

れども、今、学校の中で求められているのが、学びに向かう人間性とか、そのための関係づ

くりです。それがないと、いくら教え込んでも、人間関係ができてないと、なかなか学びが

進まないのですよね。だから、教育委員会のほうでは一次支援と言っていますけれども、人
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間関係づくりをきちっとしていかないと、不登校もそうだし、学びの関連姓もそうなので、

今日来ておられる方々については、学校だけが子どもたちの学びの場ではないので、地域や

いろいろなところで子どもたちが見せる顔というのが、それぞれ違うので、そのいろいろな

顔を共有しながら、こんな顔もあっていいのだねと。その中でどういうふうに子どもたちを

育むかというところの部分は大事かなということで、スタートを切れたのかなと思っていま

すので、今日また新たな切り口で御意見いただいていますけれども、また次回含めていろい

ろなお話を聞ければと思っています。ありがとうございます。 

 その他、議事としてございますか。 

○佐藤教育部長 

 本日予定している案件は以上です。 

○大河内教育長 

 それでは、各委員の皆様方からその他議事として何かございますか。よろしいですか。 

 今日はたくさん御意見をいただきまして、ありがとうございました。ないようですので、

以上でその他についてを終わります。 

 次回の定例会ですが、２月５日（水曜日）午後２時30分からを予定しておりますが、決定

については改めて各委員に御通知を申し上げたいと思います。 

 それでは、以上で本日の日程は全て終了いたしました。今日情報共有したことにつきまし

ても、皆様と連携をとりながら進んでいきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。これをもちまして教育委員会１月定例会を終了いたします。ありがとうございまし

た。 

 


